
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働条件の明示は、労働契約の基本です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

医療機関事業主様ならびに労務管理責任者の皆様へ 

202２年７月 

  

 
宮城医療労務管理支援センター 
仙台市青葉区本町 1-9-5 五城ビル 4Ｆ 宮城県社会保険労務士会内 

平日 午前９：００から午後５：００まで 
 ＊土日祝 12/29～1/3 を除きます 
TEL/FAX ： 022-211-9003（予約・電話相談） 

email：iryouroumu@sharo-miyagi.com 

勤務環境の改善を支援します！ 

宮城県社会保険労務士会は厚生労働省からの委託を受け、

「医療労務管理支援センター」を設置しております。人

事・労務管理の専門家である社会保険労務士が「医療労務

管理アドバイザー」として、個別相談、希望される医療機

関への個別訪問を実施しております。 

２０２３年４月１日から 

月６０時間超の残業割増賃金率 

中小企業 

２５％以上 ➡５０％以上へ 
※大企業はすでに５０％以上の適用 

労働者を雇入れたときには 

１. 労働条件を書面（労働条件通知書）で明示しましょう 

２. 就業規則を作成している場合は、労働者に周知しましょう 

  ○労働条件は、雇用契約期間の長短に関わらず明示が必要です。 

  ○臨時の短期間の診療応援の場合も適用されます。 

 

常時 10 人以上の労

働者を使用する事

業場では、就業規

則作成の義務があ

ります。 

※詳細は、最寄りの労働基準監督署へ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます 

 
令和４年 10 月から育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が改正されます。主な改

正内容は次の２点です。 

①月額保険料 

育児休業等の開始月について、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同

月中に 14日以上育児休業等を取得した場合にも免除される。 

②賞与保険料 

育児休業等を１か月を超える期間（暦日で計算）取得した場合のみ免除される。 

 改正前後の例 

例① １２月２９日から１月３日まで育児休業取得 １２月１０日に賞与を支給 

 【改正前】 １２月の月額保険料と賞与保険料の両方免除 

【改正後】 １２月の月額保険料のみ免除  

 例② １２月３日から１２月２０日まで育児休業取得 １２月１０日に賞与を支給 

 【改正前】 １２月の保険料免除無し 

 【改正後】 １２月の月額保険料のみ免除 

※詳細は、日本年金機構 HP でご確認ください。→ 

「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」 

従業員 101 人～500 人の企業は、本年 10 月より、短時間労働者の加入要件が拡大されます。 

  ※2024 年 10 月からは、51 人以上の企業も対象となります。 

社会保険の加入により働き方を変えたいと考える

従業員がいることが予想されます。早めに周知し、面

談等により意向を把握していく必要があるでしょう。 

説明サポート、手続きに関するアドバイス等に専門

家を無料で派遣する支援事業も利用可能です。 

詳しくは、適用拡大特設サイト 

https://www.mhlw.go.jp/ 

tekiyoukakudai/index.html 

社内準備のステップは以下の４つ！ 

社会保険の適用拡大の準備は進んでいますか？ 

新たな加入対象者は右の表の全てに当てはまる

短時間従業員の方です→ 

加入対象者の把握 対象者に通知
必要に応じて

個別に説明や面談

書類の

作成・届出

 

① 週所定労働時間が 20 時間以上 

② 月額給与が 8．8 万円以上 

③ ２ヶ月を超える雇用の見込みがある 

④ 学生ではない 


